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衆
議
院
議
員
�
木
義
明
君
提
出
「
被
爆
体
験
者
」
の
救
済
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
被
爆
体
験
者
」
に
つ
い
て
は
、
被
爆
体
験
者
精
神
影
響
等
調
査
研
究
事
業
の
対
象
と
な
る
原
子
爆
弾
被
爆
者

に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
七
年
厚
生
省
令
第
三
十
三
号
）
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
第
二
種
健
康

診
断
受
給
者
証
の
交
付
を
受
け
た
者
を
指
す
も
の
と
解
さ
れ
、
こ
れ
ら
は
、
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法

律
（
平
成
六
年
法
律
第
百
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
十
七
条
の
政
令
で
定
め
る
区
域
内
に
在
っ
た
者
に
当

た
る
こ
と
と
な
る
が
、
平
成
六
年
十
二
月
に
当
時
の
厚
生
省
の
検
討
班
が
取
り
ま
と
め
た
「
「
長
崎
原
爆
残
留
放
射
能
プ
ル

ト
ニ
ウ
ム
調
査
報
告
書
」
検
討
報
告
書
」
に
お
い
て
は
、
土
壌
に
残
留
す
る
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
に
関
す
る
調
査
を
検
証
し
た
結

果
、
法
第
一
条
第
一
号
に
規
定
す
る
区
域
（
以
下
「
被
爆
区
域
」
と
い
う
。
）
を
除
く
長
崎
の
爆
心
地
か
ら
十
二
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
の
区
域
内
に
お
い
て
は
、
長
崎
に
投
下
さ
れ
た
原
子
爆
弾
の
放
射
性
降
下
物
の
残
留
放
射
能
に
よ
る
健
康
へ
の
影
響
は

な
い
と
結
論
付
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
平
成
十
三
年
八
月
に
厚
生
労
働
省
の
原
子
爆
弾
被
爆
未
指
定
地
域
証
言
調
査
報
告

書
に
関
す
る
検
討
会
が
取
り
ま
と
め
た
報
告
書
に
お
い
て
は
、
当
該
地
域
住
民
に
見
ら
れ
た
健
康
水
準
の
低
下
に
つ
い
て
、

「
原
子
爆
弾
の
放
射
能
に
よ
る
直
接
的
な
影
響
で
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
被
爆
体
験
に
起
因
す
る
不
安
に
よ
る
可
能
性
が
高
い

一



も
の
と
判
断
さ
れ
た
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
御
指
摘
の
「
被
爆
体
験
者
」
に
つ
い
て
は
、
身
体
に
原
子

爆
弾
の
放
射
能
の
影
響
を
受
け
る
よ
う
な
事
情
の
下
に
あ
っ
た
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
ず
、
同
条
に
規
定
す
る
被
爆
者
に
は

該
当
し
な
い
と
考
え
て
い
る
。

な
お
、
御
指
摘
の
平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
二
日
の
長
崎
地
方
裁
判
所
判
決
に
つ
い
て
は
、
被
告
で
あ
る
長
崎
県
及
び
長

崎
市
が
控
訴
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

法
第
一
条
第
三
号
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
「
被
爆
者
援
護
法
第
一
条
第
三
号
に
係
る
審
査
の
指
針
」
（
平
成
二
十

二
年
二
月
二
十
三
日
付
け
厚
生
労
働
省
健
康
局
総
務
課
原
子
爆
弾
被
爆
者
援
護
対
策
室
事
務
連
絡
）
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い

る
と
お
り
で
あ
る
。

三
及
び
四
に
つ
い
て

被
爆
区
域
に
つ
い
て
は
、
日
本
学
術
会
議
が
編
集
し
た
「
原
子
爆
弾
災
害
調
査
報
告
集
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
実
地
調
査

も
含
め
た
様
々
な
調
査
報
告
等
の
科
学
的
知
見
に
基
づ
き
、
行
政
区
画
の
範
囲
も
考
慮
に
入
れ
て
指
定
し
た
も
の
で
あ
り
、

被
爆
区
域
の
拡
大
に
は
、
原
子
爆
弾
の
放
射
線
に
よ
る
健
康
へ
の
影
響
に
つ
い
て
の
科
学
的
か
つ
合
理
的
な
根
拠
が
必
要
で

二



あ
る
と
考
え
て
い
る
。

現
在
得
ら
れ
て
い
る
科
学
的
知
見
で
は
、
被
爆
区
域
以
外
の
区
域
に
お
い
て
、
原
子
爆
弾
の
放
射
線
に
よ
る
健
康
へ
の
影

響
が
あ
っ
た
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
政
府
と
し
て
は
、
被
爆
区
域
を
拡
大
す
る
必
要
が
あ
る
と
は
考
え
て

お
ら
ず
、
御
指
摘
の
「
被
爆
体
験
者
」
を
法
第
一
条
に
規
定
す
る
被
爆
者
と
同
等
の
取
扱
い
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考

え
て
い
る
。

な
お
、
被
爆
区
域
以
外
の
地
域
住
民
へ
の
被
爆
者
健
康
手
帳
交
付
申
請
却
下
処
分
の
是
非
に
つ
い
て
争
わ
れ
た
平
成
二
十

八
年
五
月
二
十
三
日
の
福
岡
高
等
裁
判
所
判
決
に
お
い
て
は
、
被
告
で
あ
る
長
崎
県
及
び
長
崎
市
の
主
張
が
認
め
ら
れ
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。

三


